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令和３年度答申第１３号 

令 和 ３ 年 ６ 月 ７ 日 

 

諮問番号 令和３年度諮問第７号（令和３年５月６日諮問） 

審 査 庁 法務大臣及び厚生労働大臣 

事 件 名 外国人の技能実習に係る監理団体の許可申請不許可処分に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、外国人の技能実

習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法律第８９号。

以下「外国人技能実習法」という。）２３条２項の規定に基づき、監理団体の

許可申請（以下「本件申請」という。）をしたところ、法務大臣及び厚生労働

大臣（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）が、外国人技能実習法２５条

１項８号に定める許可基準に適合しているとは認められないとして、本件申請

を不許可とする処分（以下「本件不許可処分」という。）をしたことから、審

査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。 

 １ 関係する法令等の定め 

⑴ 目的 

外国人技能実習法１条は、この法律は、技能実習に関し、基本理念を定

め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団

体の許可の制度を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実
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習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技

術又は知識（以下「技能等」という。）の移転による国際協力を推進する

ことを目的とすると規定している。 

⑵ 定義 

外国人技能実習法２条は、次の各用語について、それぞれ次のとおり定

義している。 

ア 「技能実習」とは、外国人が、技能等の修得、習熟又は熟達のため、本

邦にある事業所において当該技能等に係る業務又は当該技能等を要する業

務に従事すること等をいう（１項、２項及び４項）。 

イ 「技能実習生」とは、上記アの技能実習を行う外国人をいう（３項及び

５項）。 

ウ 「実習実施者」とは、上記アの技能実習を行わせる者をいう（６項から

８項まで）。 

エ 「実習監理」とは、実習実施者等（実習実施者又は上記アの技能実習を

行わせようとする者をいう。）と技能実習生等（技能実習生又は技能実習

生になろうとする者をいう。）との間における雇用関係の成立のあっせん

及び実習実施者に対する技能実習の実施に関する監理を行うことをいう

（９項）。 

オ 「監理団体」とは、監理許可（外国人技能実習法２３条１項の許可をい

う。）を受けて実習監理を行う事業（以下「監理事業」という。）を行う

本邦の営利を目的としない法人をいう（１０項）。 

⑶ 監理団体の責務 

    外国人技能実習法５条２項は、監理団体は、技能実習の適正な実施及び 

技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実

習監理の責任を適切に果たさなければならないと規定している。 

⑷ 監理団体の許可 

ア 外国人技能実習法２３条１項は、監理事業を行おうとする者は主務大臣

の許可を受けなければならないと規定している。そして、外国人技能実習

法１０３条１項は、この法律における主務大臣は法務大臣及び厚生労働大

臣とすると規定している。 

イ 外国人技能実習法２３条２項は、上記アの許可を受けようとする者は、

主務省令で定めるところにより、名称及び住所並びに代表者の氏名、監理

事業を行う事業所の名称及び所在地等を記載した申請書を主務大臣に提出
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しなければならないと規定し、同条３項は、申請書には、監理事業を行う

事業所ごとの監理事業に係る事業計画書、外国人技能実習法２５条１項各

号に掲げる事項を証明する書面その他主務省令で定める書類を添付しなけ

ればならないと規定している。そして、外国人技能実習法１０３条２項は、

この法律における主務省令は主務大臣が発する命令とすると規定している。 

ウ 外国人技能実習法２３条５項は、主務大臣は、上記アの許可の申請を受

けたときは、上記イの申請書及び書類に係る事実関係につき調査を行うも

のとすると規定しているが、外国人技能実習法２４条１項は、主務大臣は

上記の調査の全部又は一部を外国人技能実習機構（以下「機構」という。）

に行わせることができると規定し、同条７項は、主務大臣は、当該調査の

全部又は一部を機構に行わせることとするときは、その旨を公示しなけれ

ばならないと規定している。これを受けて、外国人技能実習法２４条１項

に規定する事実関係の調査の全部を機構に行わせることとした旨の公示が

されている（平成２９年４月７日付け法務省・厚生労働省告示第３号）。 

  なお、上記の調査の全部又は一部を機構に行わせるときは、主務大臣は、

当該調査の全部又は一部を行わず、申請者は、上記イの申請書を機構に提

出しなければならず、機構は、当該調査を行ったときは、遅滞なく当該調

査の結果を主務大臣に報告しなければならないとされている（外国人技能

実習法２４条２項から４項まで）。 

エ 外国人技能実習法２５条１項は、主務大臣は、アの許可の申請があっ

た場合には、その申請者が同項各号のいずれにも適合するものであると

認めるときでなければ、その許可をしてはならないと規定し、同項８号

には、許可基準の一つとして、「前各号に定めるもののほか、申請者が、

監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。」

が掲げられている。 

⑸ 名義貸しの禁止 

    外国人技能実習法３８条は、監理団体は、自己の名義をもって、他人に 

監理事業を行わせてはならないと規定している。 

⑹ 罰則 

    外国人技能実習法１０９条１号及び４号は、外国人技能実習法２３条１項

の規定に違反して実習監理を行った者及び外国人技能実習法３８条の規定

に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員は、

いずれも１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処すると規定してい
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る。 

２ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 

⑴ 審査請求人は、平成２９年１０月３０日付けで、処分庁に対し、外国人

技能実習法２３条２項の規定に基づき、監理団体の許可申請（本件申請）

をした。 

（監理団体許可申請書） 

⑵ 平成３０年９月６日、審査請求人の職員を名乗る者が、機構に対し、審

査請求人がＯ協同組合の名義を使用して監理事業を行っている旨の告発文

を提出した。 

（監理団体の許可の申請に対する不許可処分に係る事案概要書） 

⑶ 平成３０年１２月１１日、上記⑵の告発文を提出したという者が、機構

に対し、再度、審査請求人がＯ協同組合の名義を使用して監理事業を行っ

ている旨の告発文を提出した。 

（監理団体の許可の申請に対する不許可処分に係る事案概要書） 

⑷ 機構は、平成３０年１２月１４日、実習実施者であるＰ社に対し、定期

実地検査を実施した。 

 （実地検査調査票） 

⑸ 機構は、平成３１年２月４日、審査請求人及びＯ協同組合に対し、それ

ぞれ実地検査を実施し、同月７日から２５日まで、審査請求人の関係者か

らの聴取を行った。 

 （審査請求人に対する実地検査報告書、Ｏ協同組合に対する実地検査報告

書） 

⑹ 機構は、平成３１年２月１８日付けで、審査請求人に対し、審査請求人

が「（外国人技能実習法２３条１項の）許可を受けずに実習監理を行った

こと。」について改善勧告をした。これを受けて、審査請求人は、平成３

１年２月１９日付けで、機構に対し、「今後はコンプライアンスを遵守し

ます。Ｏ協同組合に移行して実習監理を行います。Ｘ（審査請求人）は解

散予定です。」との改善報告をした。 

 （改善勧告書、改善報告書） 

⑺ 機構は、令和元年６月２７日付けで、処分庁に対し、事実関係の調査を

した結果、審査請求人がＯ協同組合の名義を使用して監理事業を行ってい

ることが判明したことから、審査請求人は外国人技能実習法２５条１項８
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号に定める許可基準に適合していないとして、本件申請を不許可とするの

が相当であるとの意見を進達した。 

 （「監理団体の許可申請について（再進達）」と題する書面） 

⑻ 処分庁は、令和２年１月２８日付けで、審査請求人に対し、審査請求人

は「技能実習法第２３条第１項に違反して、主務大臣の許可を受けずに、

Ｏ協同組合（許可番号：許ａ号）の名義を使用して、実習実施者と技能実

習生の間における技能実習に係る雇用関係の成立のあっせん等の監理事業

を行っていたことから、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の

保護に関する法律（平成２８年法律第８９号）第２５条第１項第８号に定

める基準（前各号に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行

することができる能力を有するものであること。）に適合しているものと

は認められないため。」との理由を付して、本件申請を不許可とする処分

（本件不許可処分）をした。 

（監理団体不許可通知書） 

⑼ 審査請求人は、令和２年３月２３日、審査庁に対し、本件不許可処分を

不服として本件審査請求をした。 

（審査請求書） 

⑽ 審査庁は、令和３年５月６日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却す

べきであるとして本件諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 

３ 審査請求人の主張の要旨 

⑴ 審査請求人の元代表理事や元職員は、私欲のためや妬みから、審査請求

人に対し業務妨害等の不法行為をした上、新しい組合を設立して技能実習

生の募集を始めようとしている。不法行為を繰り返す人物が設立した組合

が処分を受けないのは、到底納得ができないし、その組合がした監理団体

の許可申請については、厳格に審査することを求める。 

⑵ 審査請求人がした監理団体の許可申請（本件申請）がなかなか許可され

ないため、審査請求人は、Ｏ協同組合に技能実習生の移籍と審査請求人の

職員の雇用を引き受けてもらい、その職員がＯ協同組合の職員として監理

事業を行っていた。すなわち、審査請求人が無許可で監理事業を行ってい

たわけではないから、処分庁が本件申請を許可しないのは、理不尽である。 

⑶ したがって、本件不許可処分の取消しを求める。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 
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１ 外国人技能実習法２３条１項は、監理事業を行おうとする者は主務大臣の

許可を受けなければならないと規定している。そして、外国人技能実習法２

５条１項は、「主務大臣は、第２３条第１項の許可の申請があった場合にお

いて、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるとき

でなければ、その許可をしてはならない。」と規定し、同項８号は、許可基

準の一つとして、「前各号に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正

に遂行することができる能力を有するものであること。」を掲げている。 

２ 審査請求人及びＯ協同組合に対する実地検査並びに審査請求人の関係者か

らの聴取の結果等から、審査請求人は、主務大臣の許可を受けずに、Ｏ協同

組合の名義を使用して実習実施者と技能実習生との間における技能実習に係

る雇用関係の成立のあっせん等を行っていたことが認められた。 

  したがって、審査請求人は、監理事業を適正に遂行することができる能力

を有するとは認められず、外国人技能実習法２５条１項８号に定める許可基

準に適合していないため、処分庁は、本件不許可処分をした。 

３ 以上のとおり、本件不許可処分は法令に則ってされた正当なものであり、

本件審査請求は理由がないから棄却すべきであると考える。 

４ なお、審理員意見書も、以上と同旨を述べた上で、本件不許可処分は違法

又は不当なものとは認められず、本件審査請求は理由がないから棄却すべき

であるとしている。 

第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

⑴ 一件記録によると、本件申請から本件諮問に至るまでの各手続に要した

期間は、次のとおりである。 

本件申請の受付（処分庁）  ：平成２９年１１月９日 

本件不許可処分       ：令和２年１月２８日 

（本件申請の受付から約２年２か月半） 

本件審査請求の受付（審査庁）：同年３月２３日 

審理員の指名        ：同年７月３日 

（本件審査請求の受付から約３か月半） 

反論書の受付        ：同年９月１１日 

審理員意見書の提出     ：令和３年３月１０日 

（反論書の受付から約６か月） 

本件諮問           ：同年５月６日 
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（本件審査請求の受付から約１年１か月半） 

⑵ そうすると、本件では、処分庁において、本件申請の受付から本件不許

可処分までに約２年２か月半もの長期間を要している。これは、一件記録

によれば、機構が事実関係の調査を迅速に行わず、また、その調査の結果

を遅滞なく処分庁に報告（進達）しなかったこと、そして、処分庁が機構

からの報告（進達）を受けて本件不許可処分をするまでに約７か月もの期

間を要したことに原因があると考えられる（上記第１の２の⑴から⑻まで

参照）。外国人技能実習法が、機構による事実関係の調査の報告及び監理

団体の許可申請に対する主務大臣の不許可の通知について、いずれも「遅

滞なく」しなければならないと規定している（２４条４項及び２５条２項）

ことを踏まえるならば、処分庁は、本件申請の処理に期間を要し過ぎたと

いわざるを得ない。 

また、本件では、審査庁において、①本件審査請求の受付から審理員の

指名までに約３か月半、②反論書の受付から審理員意見書の提出までに約

６か月を要しているが、これらの手続に上記の各期間を要したことに特段

の理由があったとは認められない。審査庁においては、審査請求事件の進

行管理の仕方を改善する必要がある。 

⑶ 上記⑵で指摘した点以外では、本件諮問に至るまでの一連の手続に特段

違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件不許可処分の違法性又は不当性について 

⑴ 本件不許可処分は、審査請求人が、外国人技能実習法２３条１項に違反

して、主務大臣の許可を受けずに実習実施者と技能実習生との間における

技能実習に係る雇用関係の成立のあっせん等の監理事業を行ったことから、

外国人技能実習法２５条１項８号に定める許可基準（「前各号に定めるも

ののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行することができる能力を有す

るものであること。」）に適合しているとは認められないとして、された

ものである（上記第１の２の⑻）。 

   審査請求人が外国人技能実習法２３条１項の許可（監理団体の許可）を

受けていないことについては、審査関係人間に争いがないから、本件では、

審査請求人が監理事業を行っていたか否かが問題となっている。 

   外国人技能実習法２３条１項の「監理事業」とは、「実習監理を行う事

業」をいい、「実習監理」とは、実習実施者等と技能実習生等との間にお

ける雇用関係の成立のあっせん及び実習実施者に対する技能実習に関する
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監理をいうとされている（上記第１の１の⑵のエ及びオ）から、「監理事

業」の具体的内容は、①入国前講習及び入国後講習に関する業務、②技能

実習に係る雇用関係の成立のあっせんに関する業務、③技能実習計画の作

成指導に関する業務、④監査・訪問指導に関する業務及び⑤技能実習生の

相談対応に関する業務であるとされている（平成２９年４月７日付け法務

省管在第２１２６号・能発第０４０７第８号法務省入国管理局長・厚生労

働省能力開発局長通達「「技能実習制度運用要領」の公表について」の別

添「技能実習制度運用要領」（以下「運用要領」という。）第５章（冒頭

部分及び第１５節）参照）。 

⑵ そこで、審査請求人が技能実習に関しどのような業務を行っていたかを

検討する。機構が行った事実関係の調査によれば、以下の事実が認められ

る。 

ア 実習実施者に対する定期実地検査 

機構は、平成３０年１２月１４日、実習実施者であるＰ社に対し、 定

期実地検査を実施した（上記第１の２の⑷）ところ、Ｐ社の代表取締役

（Ｑ）は、Ｐ社は、現在、審査請求人から２名の技能実習生を受け入れ、

毎月、審査請求人の銀行口座に一人当たり３万円の実習監理費を振り込ん

でいると供述した（Ｐ社の代表取締役からの聴取書、平成３０年１２月５

日付けの審査請求人からＰ社に対する実習監理費の請求書）。 

しかし、機構に提出されたＰ社に係る技能実習計画認定申請書には、監

理団体としてＯ協同組合の名称が記載されていた（実地検査調査票）。 

イ 審査請求人に対する実地検査 

機構は、平成３１年２月４日、審査請求人に対し、実地検査を実施した

（上記第１の２の⑸）ところ、その結果は、以下のとおりであった（審査

請求人に対する実地検査報告書）。 

(ｱ) 審査請求人の事務所には、次の書類が保管されていた。 

① 審査請求人と日本語研修センターとの間の入国後講習に関する業務

委託契約書及び同センターから審査請求人に対する講習費用の請求書 

② 審査請求人に対する各企業からの組合加入申込書（その中には、Ｏ

協同組合宛てのものがある。） 

③ 審査請求人の組合員である企業からの外国人技能実習生受入申込書

（その中には、Ｏ協同組合宛てのものがある。） 

④ 審査請求人の組合員で技能実習生を受け入れている企業（実習実施
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者）に係る技能実習計画認定申請書及び同認定通知書 

⑤ 審査請求人の組合員で技能実習生を受け入れている企業（実習実施

者）に対する実習監理費の請求書及び同請求書の平成３１年１月発送

分の一覧表（同一覧表には、上記アのＰ社の２名の技能実習生に係る

実習監理費と思われる金額の記載がある。） 

⑥ 審査請求人の銀行口座の通帳（同口座には、入金として実習実施者

からの実習監理費、入国後講習費用等の振込みが、出金として入国後

講習機関への支払が定期的にされている。また、同通帳には、上記①

の講習費用の請求書に記載の金額の支払と思われる出金の記載もあ

る。） 

(ｲ) 審査請求人の代表理事（Ｒ）は、次のとおり供述した。 

① 本件申請が許可されないため、Ｏ協同組合の代表理事（Ｓ）の承諾

を得て、審査請求人が作成する技能実習計画認定申請書には、監理団

体としてＯ協同組合の名称を記載することとした。 

② 本件申請が許可されていないにもかかわらず、審査請求人が監理事

業を行っていたことに間違いはない。 

③ 審査請求人の組合員である企業から、審査請求人に対し、技能実習

生一人当たり１か月３万円の実習監理費を振り込ませていた。 

④ 審査請求人が無許可で監理事業を行っていたことに間違いはなく、

それが法律に違反することは分かっていたが、これは、いずれＯ協同

組合の支部になるという前提でしたものである。 

(ｳ) 審査請求人の経理担当の職員（Ｔ）は、次のとおり供述した。 

① 審査請求人は、技能実習生の受入れに係る監理事業、具体的には、

機構へ提出する書類の作成を行っていた。 

② 審査請求人は、技能実習生の受入企業から、一人当たり１か月３万

円（受入人数が１０名以上の企業からは、一人当たり１か月２万５，

０００円）の実習監理費を徴収している。 

③ 実習監理費は、平成３０年１２月までは審査請求人の銀行口座に振

り込まれていたが、審査請求人の代表理事の指示により、平成３１年

１月からはＯ協同組合の銀行口座に振り込ませることになった。 

ウ Ｏ協同組合に対する実地検査 

機構は、平成３１年２月４日、Ｏ協同組合に対しても、実地検査を実施

した（上記第１の２の⑸）ところ、Ｏ協同組合の代表理事は、次のとおり
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供述した（Ｏ協同組合に対する実地検査報告書）。 

(ｱ) 審査請求人の組合員である企業には、技能実習生が在籍していたこと

から、その技能実習生に関する実習監理について、監理団体の許可を受

けているＯ協同組合の名義を貸すことになった。 

(ｲ) 審査請求人は、Ｏ協同組合の名義を使用して、審査請求人の組合員で

ある実習実施者及びその技能実習に係る監理事業を行った。 

(ｳ) Ｏ協同組合の名義を審査請求人に貸し、審査請求人が監理事業を行う

ことは、違法であると認識していた。しかし、審査請求人とＯ協同組合

との間には、吸収合併の話があったので、違法であっても、吸収合併し

てしまえばよいと考えて、名義貸しをしてしまった。 

エ 審査請求人の関係者からの聴取 

機構は、平成３１年２月７日から２５日まで、審査請求人の関係者から

の聴取を行った（上記第１の２の⑸）ところ、その供述は、次のとおりで

あった。 

(ｱ) 審査請求人の元職員（Ｕ） 

① 平成３０年１月に審査請求人に入社し、技能実習生の在留期間更新、

技能実習計画認定申請等の手続を担当していたが、平成３１年１月に

退職した。 

② 審査請求人の代表理事の指示により、在留期間更新申請書、技能実

習計画認定申請書等には、監理団体としてＯ協同組合の名義を使用し

ていた。 

③ 審査請求人の代表理事は、本件申請が許可されないため、このまま

では技能実習生を帰国させることになるので、Ｏ協同組合の名義を使

用することについてＯ協同組合と話がついたと述べていた。 

④ 審査請求人は、監理事業を行っていたが、監査や訪問指導は行って

いなかった。 

(ｲ) 審査請求人の元職員（Ｖ） 

① 平成２９年１０月に審査請求人に入社し、主に、技能実習生の在留

期間更新の手続を担当していたが、平成３１年１月に退職した。 

② 在留期間更新申請書や技能実習計画認定申請書には、監理団体とし

てＯ協同組合の名義を使用していた。 

③ 審査請求人がＯ協同組合の名義を使用していたのは、本件申請が許

可されなかったからである。 
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④ 審査請求人は、監理事業を行っていたが、監査や訪問指導は行って

いなかった。 

(ｳ) 審査請求人の代表理事の妻（Ｗ） 

① 審査請求人は、監理団体の許可を受けていないので、審査請求人の

職員は、無許可で監理事業を行っていたことになる。 

② 審査請求人の職員は、機構が平成３１年２月４日に実地検査に来る

まで、審査請求人の所属のままであったが、審査請求人の代表理事は、

同年１月にＯ協同組合の所属となった。 

③ 審査請求人が無許可で監理事業を行ったのは、審査請求人の代表理

事が法律を軽視していたからであると思う。 

④ 審査請求人が監査を行ったという話は、聞いたことがない。 

オ 上記アからエまでで検討したところによれば、審査請求人は、監理事

業のうち、少なくとも、①入国後講習に関する業務、②技能実習に係る

雇用関係の成立のあっせんに関する業務及び③技能実習計画の作成指導

に関する業務を、自己の名義で又はＯ協同組合の名義を使用して、行っ

ていたと認めることができる。 

  ⑶ そうすると、審査請求人は、外国人技能実習法２３条１項に違反して、 

主務大臣の許可を受けずに監理事業を行っていたことになる。 

    なお、審査請求人は、本件申請がなかなか許可されないため、Ｏ協同組合

に技能実習生の移籍と審査請求人の職員の雇用を引き受けてもらい、その

職員がＯ協同組合の職員として監理事業を行っていたから、審査請求人が

無許可で監理事業を行っていたわけではないと主張する（上記第１の３の

⑵）。審査請求人の代表理事及びＯ協同組合の代表理事の供述（上記⑵の

イの(ｲ)及びウ）によれば、審査請求人とＯ協同組合との間には吸収合併の

話があったとのことであるが、その供述を前提としたとしても、上記⑵で

検討したとおり、審査請求人は、Ｏ協同組合と吸収合併をする前からＯ協

同組合の名義を使用して監理事業を行っていた（審査請求人は、機構に対

し、平成３１年２月１９日付けで改善報告をした時点でも、Ｏ協同組合と

吸収合併をしていなかった（上記第１の２の⑹参照）。）のであるし、自

己の名義でも監理事業を行っていたのであるから、審査請求人の上記主張

は、採用することができない。 

    また、審査請求人は、審査請求人の元代表理事や元職員が、審査請求人に

対し業務妨害等の不法行為をした上、新しい組合を設立して技能実習生の
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募集を始めようとしているとして、その組合に対する処分やその組合がし

た監理団体の許可申請についての厳格な審査を求めるとも主張する（上記

第１の３の⑴）が、この主張は、本件不許可処分の違法性又は不当性をい

うものではないから、本件審査請求の理由として失当である。 

⑷ ところで、外国人技能実習法２５条１項は、主務大臣は、監理団体の許

可申請については、その申請者が同項各号のいずれにも適合するものであ

るときでなければ、その許可をしてはならないと規定し、同項８号には、

許可基準の一つとして、「前各号に定めるもののほか、申請者が、監理事

業を適正に遂行することができる能力を有するものであること」が掲げら

れている（上記第１の１の⑷のエ）。 

    上記の「前各号に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行す

ることができる能力を有するものであること。」とは、申請者が、主務大

臣の許可を受けた後に、関係法令に従って監理事業を適正に遂行すること

ができる能力を有することであり、そのため、申請者は、関係法令に従っ

て監理事業を適正に遂行するのに必要な体制を確保することに加えて、関

係法令を遵守することが求められるとされている（運用要領第５章第２節

第８参照）。そして、外国人技能実習法が、技能実習の適正な実施及び技

能実習生の保護を図ること等を目的とし（１条）、技能実習の適正な実施

及び技能実習生の保護について重要な役割を果たす監理団体について主務

大臣の許可制を採用した（５条２項、２３条１項）上で、監理団体による

名義貸しを禁止し（３８条）、主務大臣の許可を受けずに実習監理を行っ

た者及び名義貸しをした監理団体の役員又は職員をいずれも罰則の対象と

している（１０９条１号及び４号）ことを考え併せると、監理団体の許可

制は、技能実習制度の根幹を成すものということができるから、監理団体

の許可を受けずに監理事業を行うことは、技能実習制度の根幹に関わる重

大な法令違反であり、そうした重大な法令違反をした者には監理事業を適

正に遂行する能力があるとはいえないというべきである。 

    そうすると、審査請求人は、上記⑶のとおり、外国人技能実習法２３条１

項に違反して、主務大臣の許可を受けずに監理事業を行っていたのである

から、外国人技能実習法２５条１項８号に定める許可基準に適合している

とは認められない。 

    したがって、本件不許可処分は、違法又は不当であるとはいえない。 

３ まとめ 
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以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る審査庁の判断は、妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第１部会 

委   員   原           優 

委   員   野 口   貴 公 美 

委   員   村   田   珠   美 
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